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サルやイノシシが出没

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
対
応
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
始
ま
り
ま
す

※
こ
の
記
事
は
、
9
月
27
日
ま
で
の
情
報
で
作
成
し
て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ

ワ
ク
チ
ン
接
種

COVID-19 VACCINE INFORMATION

オミクロン株対応ワクチン接種について

１・2回目接種および小児の3回目接種について

●集団接種の日程：コスモス保健センター

●個別接種の日程：10月11日火から接種開始

●接種券の発送時期

●１・2回目接種が終了していない12歳以上のかた

●小児（5歳から11歳のお子さま）の3回目接種

●予約方法：Web予約および電話予約

●予約開始日：10月5日水午前8時30分から（Ｗebと電話どちらも）

●対象者：2回目接種が終了した12歳以上のかた

●使用するワクチン：ファイザー社およびモデルナ社　回数は1回

接種日時▶10月7日金、14日金、17日月、28日金（18時～）
　　　　　10月15日土、16日日、23日日、29日土、30日日（10時～、14時半～）
　　　　　10月22日土（14時半～）

▶宇都宮医院（18歳以上）　火～金（9時～11時）
▶医）たくまクリニック（12歳以上）　火・金（15時～16時半）
▶医）赤池協同医院（18歳以上）　月・火（11時～11時半）水（15時～15時半）
▶方城診療所（12歳以上）　火（15時半～16時）
※個別接種も下記の予約方法になります。医療機関では予約受付を行っていません。

▶Web予約（24時間対応）
　※当日の予約はできません。
　https://vaccines.sciseed.jp/fukuchi

▶電話予約（平日8時30分～17時まで）
　福智町コールセンター
　☎0570-090-979

前回の接種完了から5か月以上経過した後に接種できます。（国は、現在5か月とされている接
種間隔を短縮する方向で検討し、10月下旬までには結論が出る予定です。）

電話予約は回線が混み合い、つながりにくくなることが予想されます。ご家族などで協力し、で
きる限りＷｅｂ予約をご利用いただくよう、ご協力をお願いします。

新たに12歳に到達する方や、ワクチンの必要性を感じ接種を希望する方は、従来型のファイザー社ワクチンの接種を受けることがで
きます。オミクロン株対応ワクチン接種を希望の方は、1・2回目の接種が必要ですので、ご予約をWeb及び電話にてお願いします。

新たに5歳から11歳の方も3回目接種ができるようになりました。対象となるお子さまには2回目の接種から5か月以上経過したこ
ろに、3回目の接種券を発送します。ワクチンは1・2回目と同じワクチンです。ご予約はWeb及び電話にてお願いします。

▶3回目終了者で12～59歳以下の方は、3回目から5か月経過した頃に順次発送します。
▶4回目終了者は、5回目接種可能日以降に順次発送します。
▶3回目及び4回目の接種券がすでに届いている方は、お手元にある接種券で、オミ
クロン株対応ワクチンが接種できます。また、紛失した方は、再発行しますので、コ
ロナワクチンナビでＷｅｂ申請、またはコールセンターへお電話ください。
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オ
ミ
ク
ロ
ン
株
対
応
ワ
ク
チ
ン
と
は
、
オ
ミ

ク
ロ
ン
株
の
初
期
に
流
行
し
た
系
統「
Ｂ
Ａ
・

１
」と
、
従
来
株
に
対
応
し
た
成
分
を
組
み

合
わ
せ
た「
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
対
応
２
価
ワ
ク

チ
ン
」で
す
。
重
症
化
や
感
染
予
防
、
発
症

の
予
防
効
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

ワクチンナビ

（１・2回目完了者）

（3回目未完了者）

（3回目完了者） 60歳未満の方

60歳以上の方

接種券発送済み

（接種券未発送）

（4回目未完了者）

お手元にある接種券を使用可能
お手元にある接種券（今後届く接種
券）を使用可能

お手元にある接種券を使用可能

5回目接種可能日以降に発送

5回目接種可能日以降に発送

接種可能日以降に発送

（4回目完了者）

（4回目未完了者）

（4回目完了者）
【接種券発送のフロー図】

1 

福
智
町
政
治
倫
理
条
例（
以
下「
条
例
」）

第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
資
産
等

報
告
書
の
提
出
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

町
長
、
副
町
長
、
教
育
長（
以
下「
町
長

等
」）の
３
名
及
び
町
議
会
議
員（
以
下「
議

員
」）18
名
の
計
21
名
は
、
１
月
１
日
現
在

の
内
容
を
記
載
し
た
報
告
書
を
町
長
等
は

町
長
に
、
議
員
は
議
長
に
５
月
31
日
ま
で

に
提
出
し
た
。

2 

町
長
等
の
配
偶
者
及
び
扶
養
又
は
同

居
の
親
族（
以
下「
配
偶
者
等
」）４
名
及

び
議
員
の
配
偶
者
等
25
名
の
資
産
等
報

告
書
も
期
限
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
。

総
計
50
人（
令
和
4
年
５
月
31
日
現
在
）

1 

報
告
義
務
者（
町
長
等
３
人
・
議
員
18

人
）計
21
人

2 

配
偶
者（
町
長
等
の
配
偶
者
３
人
・
議

員
の
配
偶
者
13
人
）計
16
人

3 

扶
養
ま
た
は
同
居
の
親
族（
町
長
等
の

扶
養
ま
た
は
同
居
の
親
族
１
人
・
議
員
の

扶
養
ま
た
は
同
居
の
親
族
12
人
）計
13
人

1 

資
産
等
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容

と
証
明
書
類
が
合
致
し
て
い
る
か
、
証
明

書
類
と
照
ら
し
合
わ
せ
確
認
し
た
。

2 

前
年
と
の
違
い
を
明
確
に
す
る
た
め
、

報
告
書
記
載
内
容
の
一
覧
表
を
作
成
し
昨

年
度
と
の
比
較
審
査
を
行
っ
た
。

3 

報
告
書
の
内
容
で
疑
問
の
あ
る
点
、

不
明
確
な
項
目
等
に
つ
い
て
は
当
該
報
告

義
務
者
に
照
会
し
回
答
を
求
め
た
。

　

記
載
漏
れ
等
に
つ
い
て
は
修
正
を
行
っ

て
も
ら
い
、
審
査
を
行
っ
た
結
果
、
最
終

的
に
虚
偽
の
報
告
お
よ
び
調
査
に
協
力
が

得
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
は
無
か
っ
た
。

1 

預
貯
金
に
お
け
る
証
明
書
類
は
、
金
融

機
関
発
行
の
残
高
証
明
書
を
添
付
す
る
よ

う
8
年
前
か
ら
指
摘
し
て
い
た
。
改
善
傾

向
に
は
あ
る
が
、
通
帳
の
コ
ピ
ー
を
添
付

し
て
い
る
人
が
い
た
。
費
用
は
か
か
る
が
、

預
金
の
残
高
証
明
の
提
出
を
お
願
い
す
る
。

2 

確
定
申
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
給
与

の
源
泉
徴
収
票
の
提
出
が
な
い
事
例
が
あ
っ

た
た
め
、
全
て
の
源
泉
徴
収
票
の
提
出
を
お

願
い
す
る
。た
だ
し
配
偶
者
等
に
つい
て
は
条

例
第
４
条
第
２
項
に
基
づ
き
不
要
で
あ
る
。

3 

社
会
保
険
料
の
支
出
内
容
が
確
認
で
き

な
い
事
案
が
あ
っ
た
。
本
審
査
会
と
し
て
は

保
険
料
金
額
の
報
告
を
し
て
も
ら
い
た
い
。

4 

不
動
産
に
お
け
る
土
地
・
建
物
の
報
告

に
つ
い
て
、
所
有
す
る
建
物
に
係
る
土
地

の
所
有
を
明
確
に
整
理
し
、
照
会
を
求
め

た
場
合
に
は
速
や
か
に
報
告
す
る
こ
と
。

5 

資
産
報
告
書
の
記
載
事
項
に
修
正
箇

所
が
多
数
あ
る
報
告
者
が
い
る
。
間
違
い

が
無
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
報

告
書
記
載
で
は
、
税
資
料
等
を
参
考
に
順

序
を
そ
ろ
え
て
資
産
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

6 
資
産
報
告
価
額
は
、
福
智
町
政
治
倫
理

条
例
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
１
号
に

よ
り「
50
万
円
未
満
の
資
産
に
つい
て
は
、
資

産
等
報
告
書
に
記
入
を
要
し
な
い
。」と
あ

る
た
め
、
報
告
の
簡
素
化
に
努
め
る
こ
と
。

7 

町
の
水
道
使
用
料
に
つ
い
て
は
現
在
、

田
川
広
域
水
道
企
業
団
で
料
金
を
徴
収
し

て
い
る
。
福
智
町
政
治
倫
理
条
例
第
５
条

第
４
号
イ
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
に

関
す
る
使
用
料
等
の
納
付
状
況
と
な
っ
て

い
る
た
め
、
報
告
義
務
は
な
い
も
の
の
今
後

条
例
の
改
正
に
よ
り
報
告
を
お
願
い
す
る
。

1 

最
終
的
に
虚
偽
の
報
告
及
び
調
査
に

協
力
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
は
無
か
っ

た
。
当
審
査
会
の
多
岐
に
わ
た
る
照
会
に

対
し
て
迅
速
に
回
答
し
て
い
た
だ
い
た
報

告
義
務
者
各
位
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

2 

提
出
義
務
者
は
、
行
政
や
議
会
の
透

明
性
と
公
平
性
を
確
保
し
、
町
民
の
信

頼
を
高
め
る
た
め
に
も
指
摘
事
項
に
留
意

し
、
審
査
に
お
い
て
重
要
な
資
料
と
な
る

各
種
証
明
書
類
の
添
付
に
よ
り
、
引
き
続

き
正
確
な
記
載
の
努
力
を
さ
れ
た
い
。

3 

合
併
時
に
制
定
し
た
政
治
倫
理
条
例

及
び
規
則
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
審
査
を

行
っ
て
き
た
過
程
に
お
い
て
改
正
す
べ
き

点
が
見
受
け
ら
れ
る
た
め
、
整
備
の
必
要

性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

町
長
や
議
員
な
ど
の
資
産
報
告
を
受
け
て
福
智

町
政
治
倫
理
条
例
に
基
づ
く
審
査
が
行
わ
れ
、

9
月
7
日
に
審
査
会
の
加
藤
髙
弘
会
長
が
黒
土

町
長
に
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容

と
資
産
報
告
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

資産報告公表
政治倫理審査会が意見書提出

町長室で黒土孝司町長㊧に意見書を提出する加藤髙弘会長

町
長
や
議
員
な
ど
の
資
産
報
告
を
受
け
て
福
智

町
政
治
倫
理
条
例
に
基
づ
く
審
査
が
行
わ
れ
、

9
月
7
日
に
審
査
会
の
加
藤
髙
弘
会
長
が
黒
土

町
長
に
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容

と
資
産
報
告
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

町
長
や
議
員
な
ど
の
資
産
報
告
を
受
け
て
福
智

町
政
治
倫
理
条
例
に
基
づ
く
審
査
が
行
わ
れ
、

9
月
7
日
に
審
査
会
の
加
藤
髙
弘
会
長
が
黒
土

町
長
に
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容

と
資
産
報
告
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

 

資
産
報
告
書
の
提
出
者

一　
資
産
報
告
書
の
提
出
・
記
載
状
況

資
産
報
告
書
の
提
出
・
記
載
状
況

 

審
査
方
法

 

審
査
結
果
　

 

指
摘
事
項

 

む
す
び


